
⾷事についてQ
・栄養⼠の⽴てる献⽴表により、栄養並びにご利⽤者の⾝体の状況および嗜好を考慮した⾷事を提供
 します。
・ご利⽤者の⾃⽴⽀援のため離床して⾷堂にて⾷事をとっていただくことを原則としています。

Q
・排泄の⾃⽴を促がすため、ご利⽤者の⾝体能⼒を最⼤限活⽤した援助を⾏います。          
          
         
    
    
     

排泄について

Q ⼊浴について
・⼊浴⼜は清拭を週２回以上⾏います。
・寝たきりの⽅でも機械浴槽を使⽤して⼊浴することができます。          
          
         
    
    
     

Q 機能訓練について
・看護職員や介護職員により、ご利⽤者の⼼⾝等の状況に応じて、⽇常⽣活を送るのに必要な訓練の
 回復⼜はその減退を防⽌するための訓練を実施します。          
          
         
    
    
     

Q 健康管理について
・医師や看護職員が、健康管理を⾏います。

Q ⼝腔ケアについて
・⽇々の⼝腔内の清潔や衛⽣管理に努めるため、⼝腔内の特徴やそれに伴う周辺の影響などを⼗分に
 理解したうえで毎⽇⾷後、⼝腔ケアを⾏います。

Q その他⾃⽴への⽀援
・寝たきり防⽌のため、できるかぎり離床に配慮します。
・⽣活のリズムを考え、毎朝⼣の着替えを⾏うよう配慮します。
・清潔で快適な⽣活が送れるよう、適切な整容が⾏えるよう援助します。          
          
         
    
    
     

Ｑ＆Ａ（よくある質問と回答）


